
 

 

事業者による酸化エチレンの自主管理の促進の仕組みについて（案） 

 

大気汚染防止法は、有害大気汚染物質について、事業者の自主管理を促進することによ

り実施可能な排出抑制対策を着実に進めていくことを柱の一つとしており、国や地方公共

団体による大気環境モニタリング、早急に排出等の抑制が必要な指定物質対策等ととも

に、事業者の排出等の抑制の責務や、その実施を促進するための各種の情報の提供が規定

されている。 

この法の趣旨を踏まえ、国においては、「有害大気汚染物質の自主管理促進のための指

針の策定について（平成８年 10 月 18 日付け 環大規第 205 号 環境庁大気保全局長通知、

以下、「205 号通知」という。）」等に基づき、事業者における有害大気汚染物質の自主管理

を促進してきたところである。 

酸化エチレンについては、現在、環境省において環境目標値の検討を行っているところ

であるが、参考までに、全国各地で実施されているモニタリングの結果と、平成 30年３

月に薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審

議会安全対策部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において示され

た有害性評価値を比較すると、モニタリングの結果が、有害性評価値よりも高い値を示す

地点が多数確認されている。この状況を踏まえ、酸化エチレンについて、205 号通知等に

基づき下記の仕組みを構築し、事業者における酸化エチレンの自主管理の促進を図ること

とする。 

 

記 

 

①国は、「事業者による酸化エチレンの自主管理促進のための指針」を作成し、事業者団

体及び地方公共団体に通知して自主管理の促進のための協力を求める。 

 

②事業者団体においては、指針を踏まえ、事業者における自主管理の計画的実施を促進す

るために業種毎の「自主管理計画」を作成する。 

 

③事業者においては、自主管理計画を踏まえ、令和７年度末を目途とする客観的排出管理

目標等を定めて自主管理を実施し、その達成状況を毎年度評価する。 

 

④地方公共団体においては、事業者の自主管理の実施に資するよう、事業者に対して大気

環境モニタリング結果の提供に努める。 

 

⑤事業者団体は事業者の自主管理の実施状況をフォローアップして、その結果を国に報告

し、国はその報告を大気環境状況のデータ等とともに審議会等に報告した上で、公表す

る。 
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※ただし、②及び③について、会員事業者数が多い等の理由で、酸化エチレンの排出実態

の完全な把握が現時点で困難な事業者団体においては、可能な範囲で排出実態を把握し

た上で排出抑制に向けた取組方針の作成に努めること。 

 

 


